
第１回　統合準備会　

日時 令和元年5月27日　午後７時30分

場所 泉陽中学校　ランチルーム

内容 １　教育長挨拶

２　全体会議 (1)統合準備会組織について

(2)統合準備スケジュールについて

(3)各部会（分野）における検討事項について

３　連絡事項 次回統合準備会開催日

進行：学校教育課長補佐

発言要旨

司会

森中学校 教頭

学校教育課長

森中学校 教頭

学校教育課長

天方小PTA

学校教育課長

委員会に担当がいて同席してもらえるのか。それともそれぞれの分野に任されるのか。

発言者 内　　　容　　　

教育長 挨拶及びこれまでの経緯説明

学校教育課長 (1)統合準備会組織について
(2)統合準備スケジュールについて

3ページのスケジュール表により説明

自己紹介

ここまでで質問があればお願いしたい。

ＰＴＡ分野のことについて質問したい。教育分野と通学分野は全体会でという話があった
が、他の分野は適宜という説明があったが、あったが、メンバーの都合を聞きながら委員
長主導のもと進めていくのか、委員会主導のもと進め,自分が取りまとめるというイメージ
でいいのか。

本日、終了後各委員長に残っていただき、それぞれの分野の進め方について相談させ
ていただくことを予定している。PTAであれば奉仕作業等、何か集まる機会を使って行っ
ていただいたり、事務分野であれば仕事の調整をして会議を開いていただいたり、集まり
やすい時期にそれぞれの分野ごとに検討し、進めていただきたいと考えていた。

相談をさせていただき、必要に応じて、進行、資料の準備、記録等の作業が生じてくるの
で委員会としても対応させていただく。

今年中に補正予算を計上するということであるが、10月末くらいまでに積算するということ
であるが、本来であれば前年度中に予算を計上すべきではなかったか。12月に補正が
できたとしても、本年度中に準備するとなるとかなりタイトなスケジュールになる。
先日町長も前年度中に細かな積算ができなかったから大まかにも予算を上げることがで
きなかったということであったが、かなり厳しいと思う。
来年になると小学校の統合もある。同じことを来年度もやるのか。小学校統合に向けても
今年中に予算を計上しないで、補正で対応するということなのか。

お金が掛かる分野において、確実に来年の４月までに準備しなければならないものを絞
り込むのが今回の作業である。学校用品については決定次第、積算して４月に間に合わ
せるように補正を組むことはできる。この会の中でこういう対応が必要だろうというものに
ついては10月に間に合わせて準備していきたい。



発言者 内　　　容　　　

天方小PTA

学校教育課長

司会

学校教育課長

企画財政課長

学校教育課長

司会

三倉地区町内
会連絡会

学校教育課長

三倉地区町内
会連絡会

森中PTA会長

学校教育課長

森中PTA会長

泉陽中学校長

森中学校長

森中PTA会長

司会

今回統合ということで、森中学校と泉陽中学校の統合を進めている。森町の学校のあり
方については、将来的には中学校は1つにするとしている。喫緊の課題を解消するた
め、森中と泉陽中を統合するということであり、実質的には校舎も体育館もそのまま利用
して統合していく。生徒・教職員が新しい学校を作るということで取組はしていくが、施設
や校名等を新しくしていくことは考えていない。

今年は、今からスタートするからこの時期というのは仕方ないかもしれないが、来年の小
学校の統合も同じように５月、６月から準備会をスタートさせて、12月までに補正で対応
するとという形を取るのか。

６月の議会で、統合について条例改正を議決していただく。それが決まった中で、補正
予算を組んでいくという順になる。それに先んじて予算を組むというのは難しい。

(3)各部会（分野）における検討事項について　課長から説明する。

教育分野について　説明

通学分野について　説明

PTA、事務、式典分野について説明

全体を通して質問等あればお願いしたい。

新しい学校の校名についてはどうなるのか。

来年度でいいということであればよかった。

次回の統合準備会について
各分野の委員長は、残って打ち合わせを行いたい。

以上をもって終了とする。（２０：５２）

たかが校名されど校名。校名は大事。統合されるからと片方の学校名にしてしまうのはど
うかと思う。これから小学校も統合することになるので、今後もそのようなことも含めて考え
ていただきたい。

PTAについてだが、規約を10月くらいまでにと説明があったが、通常、規約を変える場合
は、総会に諮って変えていくものである。そのような日程も含めた中での10月までに行う
ということなのか。

10月を目安に取組をいただきたいという説明をしたが、規約や予算については12月議会
に上程したいということから10月という説明をした。PTAの規約についてはPTAで決めて
もらえばいいので、10月に間に合わなくても、スタートに間に合うように決めたもらえれば
いいと思っている。

11月にPTA役員選出とあるので、それまでに規約を変えて役員を選出しなければいけな
いのなら臨時で総会を開くことも必要になってくると思われる。

泉陽中学校は、理事評議委員会があり、総会は年１回しか開かず、理事評議委員会で
新役員を決めている。森中にそのような組織があるかどうかにもよるが、規約の改正につ
いてもその会にかけていくことになると思う。

決定は,総会にあるが、原案を作るのは理事評議委員会等で決め、最終的に来年度の
総会において承認してもらうという形でいいと思う。


